
1採用・退職者数の状況

2職員数の推移
　平成26年度以降は、消防の広域化や再任用職員のフルタ
イム化などにより増加しましたが、削減取組の結果、平成
28年度をピークに減少しています。今年度は保健看護職員
の採用を４月に前倒ししたため、４月１日時点の職員数は
増加していますが、現在も減少傾向であり、今後も効率的
な事務の執行に努めます。

　職員の能力や業績を把握し、勤労意欲や能力開発、効率
的な組織運営を促し、組織全体の活性化や公務能率の向上
を図ることを目的とした人事評価制度を導入しています。

1人件費の状況（令和元年度普通会計決算）
　人件費とは、一般職と特別
職の職員に対する給与や報酬
の他に、共済費（民間企業で
の社会保険料の使用者負担分
に相当）等を含む経費をいい
ます。令和元年度の人件費率
は12.3％です。

2職員給与費の状況（令和２年度普通会計予算）
　職員給与費とは、人件費のうち、職員に毎月支給される
給料に各種手当（退職手当を除く）を合わせたものです。
●職員数　2,721人

●職員給与費
　144億1,123万５千円

●１人当たり給与費
　529万６千円

※採用欄の（　）内は、再任用職員の人数（外数）。退職人数には、
　再任用職員の任期満了を含む。

2 職員の人事評価

3 職員の給与

※普通会計＝一般会計と、特別会
　計のうち公営事業会計を除いた
　ものを合算したもの。

3ラスパイレス指数の状況

4職員の初任給及び経験年数別平均給料月額の状況

5職員の平均給料月額及び平均年齢の状況

6職員手当の状況

行政職給料表

1勤務時間（標準的なもの）

2年次有給休暇の取得状況（令和元年度）

　令和元年度の職員の休業制度の取得状況は、育児休業が
107人、修学部分休業が０人、自己啓発等休業が１人です。

　令和元年度に行った職員に対する分限処分は、心身の故
障による休職が延べ140人です。懲戒処分は、公務上の事
由による免職１人、減給３人、公務外の事由による停職１
人の計５人です。

　地方公務員法や旭川市政における公正な職務の執行の確
保等に関する条例等に基づき、法令を遵守し、倫理の高揚
に努めるよう服務規律の確保等に努めています。
　令和元年度における主な取組みは、次のとおりです。
●各部局長宛に通知＝２回　●職員研修の実施＝７回

　退職した元職員からの働き掛けを規制するとともに、退
職した課長職以上の元職員から再就職状況について届出を
受け、市　で公表しています。

　基本研修、特別研修、派遣研修、職場研修、自主研修が
あり、令和元年度に実施した研修には、延べ2,841人が受
講しました。

1厚生福利制度
●厚生制度＝条例の定めにより、職員の保健や元気回復、
その他厚生に関する事業を、旭川市職員福利厚生会に委任
して実施しています。同会の令和元年度の会員数は2,991
人。市からの交付金額は1,273万７千円で、会員会費と交
付金の負担比は１：0.22です
●共済制度＝職員や被扶養者の病気や負傷、出産、死亡等
に関して適切な給付を行うことを目的とした相互救済制度
です。地方公務員等共済組合法に基づき、北海道都市職員
共済組合が主体となって、事業を実施しています
2公務災害補償
　令和元年度の公務災害発生件数は次のとおりです。
●公務災害＝26件　●通勤災害＝10件

　財政状況を踏まえ、給料の他、毎年度６月期末手当も減
額。また、今年度は新型コロナウイルス感染症対策の財源
確保のため、さらに６月期末手当の一部を削減しています。

　令和元年度における勤務条件に関する措置要求、不利益
処分に関する不服申立て、苦情相談の件数は各０件です。

※時間外勤務手当には、夜間・休日勤務手当を含まない。

※延べ人数＝同一職員が複数回にわたって分限処分された場合、その
　数を重複して合計したもの。

●政務活動費＝議員の調査研究その他の活動に資するため、１
人当たり月額８万円を交付。政務活動費を充てることができる
経費は条例等で定められており、残余があった場合は返還
●視察旅費＝単独行政視察（任期中２回）と、委員会行政視察
（２年に１回）の費用について、１回当たり15万円以内で市職
員の旅費規程に基づき支給
※今年度は新型コロナウイルス感染症対策の財源確保のため、
　期末手当と政務活動費の一部を削減しています。

市議会議員の報酬等の状況
（令和２年４月１日現在）

【詳細】人事課　25・5445、職員厚生課　25・5459

【詳細】議会総務課　25・6380、議事調査課　25・6318

（会計年度任用職員を除く職員
数は2,177人）

（会計年度任用職員を除く職員
給与費は133億3,200万円）

（会計年度任用職員を除く１人
当たり給与費は612万４千円）

人事行政の運営等の状況
旭川市の人事行政の運営等の状況についてお知らせします。詳しい内容は
市政情報コーナー（総合庁舎１階）や市　で見ることができます

5 職員の勤務時間とその他の勤務条件

6 職員の休業

7 職員の分限及び懲戒処分

1週間の勤務時間
38時間45分

開始時刻
午前8時45分

終了時刻
午後5時15分

休憩時間
午後0時15分～1時

102,444.0日

総付与日数
（A）

31,324.9日

総使用日数
（B）

2,672人

全対象職員数
（C）

11.7日

平均使用日数
（B÷C）

30.6％

取得率
（B÷A）

旭　川　市
平均給料月額 平均年齢

一般行政職

区　分

318,184円 42.8歳

国
平均給料月額 平均年齢
327,564円 43.2歳

4 等級及び職制上の段階ごとの職員数

10職員の研修

８ 職員の服務

９ 職員の退職管理

11職員の福祉及び利益の保護

12 市長・副市長の給料等の状況

13 その他

1 職員の任免及び職員数

旭川市　人事行政 検索

※ラスパイレス指数＝国家公務員の給与水準を100とした場合の地方
　公務員の給与水準を示す指数。

（令和２年４月１日現在）

※決定初任給＝卒業後、直ちに採用された者に適用される給料月額。
※一般行政職＝行政職給料表（右ページ④）の適用者のうち、税務関
　係等の業務に従事する職員を除いたもの。

10年未満
10年以上20年未満
20年以上30年未満

30年以上

経験年数

区分（一般行政職）
決定初任給 150,600円

176,459円
257,583円
348,954円
391,094円

高校卒
182,200円
219,233円
293,135円
375,029円
415,283円

大学卒

令和元年度

採　用
退　職

97人（24人）
162人

113人（27人）

令和２年度
（４月１日現在）

係員級
係員級
主任級
係長級
主任級
係長級
課長補佐級
課長補佐級
課長級
課長級
部次長級
部次長級
部長級
部長級

係員
係員
主任
係長・主査
主任
係長・主査
課長補佐
課長補佐
課長・主幹
課長・主幹
部次長
部次長
部長
部長

164
245
450
84
255
519
97
93
91
62
33
13
29
0

2,135

１級
２級

３級

４級

５級
６級

７級

８級

９級
合計

7.7
11.5

25.0

40.8

4.3
4.3

4.4

2.0

0.0
100.0

164
245

534

871

93
91

95

42

0
2,135

等級 主な職務 人数（人）人数（人）割合（％） 職制上の段階

時間外勤務手当
（令和元年度）

支　　給　　総　　額
職員１人当たり支給年額

８億5,411万６千円
32万３千円

平成25年度
2,879

…
…

…
…人数（人）

平成26
2,965

平成28
3,012

令和２
2,985

令和元
2,969

（各年４月１日現在）

人件費
196億8,417万６千円
　　　　　（12.3％）

人件費以外
1,398億60万２千円
（87.7％）

歳出額
1,594億

8,477万８千円

職員手当
19億1,492万９千円
　　　　　（13.3％）

給料
91億9,164万
４千円
（63.8％）

期末・
勤勉手当
33億466万
２千円
（22.9％）

旭川市
平成31年４月１日現在
平成26年４月１日現在

98.9 
98.9 

99.9 
99.9 

98.9 
98.6 

中核市平均 全国市平均

（令和２年４月１日現在）

（令和２年４月１日現在）

（令和２年４月１日現在）

※総付与日数は、前年度からの繰越し分を含む。
※全対象職員数＝平成31年４月１日から令和２年３月31日までの全
　期間在職した職員の数。［令和２年度支給割合］（６月期＋12月期＝計）

●期末手当：1.3月分＋1.3月分＝2.6月分
●勤勉手当：0.95月分＋0.95月分＝1.9月分
※職制上の段階、職務の級等による加算措置あり
51,700円～131,900円
最高限度支給率　47.709月分
※勤続年数・退職事由により決定
●退職前の役職等による調整額あり
●定年前早期退職特例措置（２～20％加算）
　　
　
●配偶者＝3,500円～6,500円
●子＝１人10,000円
●扶養親族（上記を除く）＝１人3,500円～6,500円
（16歳から22歳までの子１人につき5,000円加算）
※手当額は職員の職務の級によって異なる
●借家等の場合＝家賃の額に応じて支給
　（限度額27,000円、家賃3,000円超に限る）
●交通機関の利用者＝運賃等相当額（限度額５万円）
●交通用具（自動車等）の使用者＝
　2,000円～31,600円（使用距離による）

１人当たり
平均支給額

●自己都合　     251万３千円　
●勧奨・定年　2,080万４千円

期末手当
・

勤勉手当
　

寒冷地手当

退職手当

扶養手当

住居手当

通勤手当

（令和２年４月１日現在）
区　分
市　長
副市長

給料月額（減額前） 期末手当（減額前）
861,000円（1,050,000円）
787,150円  （865,000円）

支給割合
年間4.2月分（4.5月分）

区　分 報酬月額 期末手当
（減額前） 年間支給額

議　長
副議長
議　員

625,000円
555,000円
515,000円

支給割合
年間
4.2月分
（4.5月分）

10,650,000円
9,457,200円
8,775,600円
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